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１ 計画の策定の趣旨 
 

平成 18 年の教育基本法の改正により、地方公共団体においては地

域の実情に応じて教育の振興のための施策に関する基本的な計画を

定めるよう努めることとされ、本市においても、平成 28 年 2 月に「輪

島市教育振興基本計画」を策定し、本市の教育施策全般に関する計

画とするとともに、同時に策定された「輪島市教育大綱」の各論と

して位置付けられました。 

今般、この「輪島市教育大綱」及び「輪島市教育振興基本計画」

の計画期間が満了することを受け、近年の教育施策に関する環境の

変化などを念頭に、次期大綱の策定に合わせ、新たな期間における

計画として策定するものです。 
 

２ 計画の位置付け 
 

計画の位置付けは、次のとおりです。 

・ 教育基本法第 17 条第 2 項の規定に基づき策定した教育振興

基本計画 

・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 第 1 項

の規定に基づき策定した「輪島市教育大綱」の各論 
 

３ 計画の期間 
 

計画の期間は、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間とします。 

 

４ 計画の進行管理 
 

本計画については、PDCA サイクルによる進行管理を行うものとし、

必要に応じ、施策ごとの評価指標、目標値等による自己評価を実施

するほか、第三者によって構成する審議会による評価を受け、その

結果を公表することとします。 

なお、当該評価については、教育委員会において改めて検証を行

い、その結果を次期計画において反映することとします。 

Ⅰ 計画の策定について  
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Ⅱ　大綱・計画の全体像
【大綱】基本目標 【大綱】基本方針

Ⅰ　学校教育の充実 １　確かな学力の育成

　

２　豊かな心の育成

３　健やかな体の育成

４　教育環境の整備

Ⅱ　地域全体で取り組む教育力の向上 １　家庭の教育力の向上

２　地域の教育力の向上

３　学校・家庭・地域の連携

Ⅲ　生涯学習の推進 １　学習機会の充実

２　スポーツの推進

Ⅳ　文化資源の保存・活用 １　文化財の保存・活用

２　文化芸術の伝承と活動支援
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【計画】主要施策 【計画】主な取組

(1)　学力の定着と向上 ①言語活動の充実

②学習意欲の向上と主体的な学習習慣の養成

③外国語教育の充実

④ＩＣＴ機器を活用した情報活用能力の養成

⑤小中高が連携した教育の推進

⑥学力調査の活用

⑦指導体制の充実

⑧中学校における少人数学級の実現

(2)　個に応じた教育の推進 ①習熟度等に応じた教育の実施

②特別支援教育支援員の配置

(3)　教職員の資質能力の向上 ①教職員研修の充実

(4)　学校生活における安全教育の推進 ①通学時等における生活安全教育の実施

②防災教育の実施

③情報モラル教育の充実

(1)　豊かな心を育む教育の推進 ①社会性や行動力、創造力などを始めとした非認知能力の養成

②道徳教育の充実

③人権教育・福祉教育の推進

④社会に学ぶキャリア教育の推進

⑤主権者教育の推進

⑥持続可能な開発のための教育(ESD)の推進

(2)　読書環境の充実と読書活動の推進 ①学校図書館の充実・利用促進に向けた図書館司書等の配置

②学校図書館図書購入の充実

(3)　個に応じた教育支援の充実 ①スクールカウンセラー等の配置

②教育支援センターにおける相談・支援体制の充実

(1)　児童生徒の体力の向上 ①学校体育及び部活動への支援

②スポーツ大会の支援及び実施

③体力・運動能力調査の結果の反映

(2)　食育の推進と学校給食の充実 ①地元食材の活用

②栄養教諭や栄養職員による食育授業の実施

③家庭・地域への啓発

(1)　小規模校の在り方についての検討 ①小規模校の統廃合の検討

②小規模校における教育の在り方の検討

(2)　教職員が児童生徒と向き合うための体制整備 ①ＩＣＴを活用した校務の合理化

②学校徴収金管理の公会計化

(1)　保護者への学習支援 ①家庭の教育力を高めるための講座等の実施

(2)　保護者を支える連携・協力体制づくり ①保護者支援のための連携・協力体制づくり

(1)　青少年健全育成の体制づくり ①青少年健全育成のための体制整備

(2)　青少年の体験活動の充実 ①地域を拠点とした体験型学習の実施

(3)　地域活動を支える指導者の育成 ①指導者に対する研修の実施及び支援

(1)　地域とともにある学校づくりの推進 ①学校における生徒指導に対する地域連携の強化

②学校と地域との連携の強化・促進

③保護者と地域に向けた積極的な学校情報の公開

(1)　公民館における生涯学習の充実 ①公民館講座の充実・コミュニティ活動の支援

(2)　図書館における生涯学習の充実 ①図書館サービスの充実

②子ども読書活動の推進

(3)　多様な学習活動の支援 ①多様な学習機会の提供・支援

②社会教育関係団体への支援

(1)　スポーツ環境の整備 ①スポーツ関係団体との連携及び支援

②スポーツ指導者の発掘・育成・支援

(2)　スポーツ施設の充実 ①スポーツ施設の整備

②スポーツ施設の有効活用

(1)　文化財の保存 ①文化財の掘り起こし

②文化財の保存意識の高揚

(2)　文化財の活用 ①ふるさと意識の醸成

②文化財の観光資源としての活用

(1)　文化芸術に触れる機会の充実 ①鑑賞や発表の機会の充実

②文化拠点施設の充実

(2)　伝統的な文化芸術の伝承支援 ①郷土の伝統的文化芸術の後継者育成

(3)　市民の創造的な文化芸術活動への支援 ①文化芸術を通じた交流の支援

②自立した文化芸術活動の支援

3



《基本目標Ⅰ》学校教育の充実  

 

基本方針１ 確かな学力の育成 

   

児童生徒が基礎的・基本的な知識や技能を習得し、これらを活用し

て課題を解決するために必要な「思考力・判断力・表現力」を育むと

ともに、主体的に学習に取り組む態度を養う教育を推進します。 

 

 

【主要施策】(1)学力の定着と向上  

 

  基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図り、多様な活動を通

して「思考力・判断力・表現力」を養い、分かる喜びと学ぶ楽しさを

実感できる教育を展開します。 

 

 

① 言語活動の充実  

    知識・技能を習得することや、これらを活用して課題を解決するた

めに思考し、判断し、表現することもすべて言語によって行われるこ

とから、その言語に関する能力を高めるための学習活動を実施します。 

 

 

  ② 学習意欲の向上と主体的な学習習慣の養成  

    多様な考えを導き出す課題設定の工夫や ICT(※ 1)の効果的な活用な

どによる「深まりのある授業」「分かる授業」を通して、児童生徒の学

習意欲を高めるとともに、児童生徒自らが「家庭学習」を行うなど主

体的に学ぼうとすること(アクティブラーニング (※ 2))を促進するため

の教育を推進します。  

 

(※ 1)ICT(Information Communication Technology 別名：情報通信技術) 

      コンピュータやネットワークに関する諸分野における技術・産業・設

備・サービスなどの総称  

 

4



(※ 2)アクティブラーニング 

      児童生徒が自ら課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学習する

ことをいいます。  

本市では、児童生徒が主体的・協働的に学習して得た自らの考えについ

て、他者との関わりの中で、理解を深めるとともに、それをより洗練させ、

課題解決に向かう過程を重視します。  

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和 2 年度 ) 

目標値 

(令和 7 年度 ) 

全 小 学 校 の 全 児 童 数 に 占

める、各学校が設定した「家

庭学習目標時間」に到達した

児童数の割合 

80％ 90％以上 

全 中 学 校 の 全 生 徒 数 に 占

める、各学校が設定した「家

庭学習目標時間」に到達した

生徒数の割合 

55％ 70％以上 

 

 

  ③ 外国語教育の充実  

    小中高等学校を通じてコミュニケーション能力を育成することが求

められていることから、外国語を実際に使用する場面を十分に確保し

ながら言語の運用能力を高め、国際交流の促進につながる授業づくり

を行うなど、外国語教育の充実を図ります。  

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和 2 年度 ) 

目標値 

(令和 7 年度 ) 

全中学校 3 年生の全生徒数

に占める、「英語検定 3 級」を

取得した生徒数の割合 

56％ 80％以上 

 

 

  ④ ＩＣＴ機器を活用した情報活用能力の養成  

    これからの情報化社会の中では、膨大な情報から必要なものを適切

に取捨選択し、使いこなしていく必要があることから、言語能力や問

題発見・解決能力と併せて学習の基盤となるよう、各教科の特質を生

かし、教科横断的な取組によりその能力の養成を行います。 
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  ⑤ 小中高が連携した教育の推進  

9 年間・12 年間を見通した系統的・継続的な学習指導を行うことで、

児童生徒の学習意欲と学習習慣の養成に努めるとともに、生徒指導に

関する共通理解・共通実践により、学習規律の確立を目指します。  

また、系統的道徳教育、キャリア教育、人間関係づくりを目的とし

た交流活動等を通して児童生徒の豊かな心の育成を目指します。  

これらにより、中 1 ギャップ (※ 1)や高 1 クライシス (※ 2)の解消に努

めます。  

 

(※ 1)中 1 ギャップ 

   小学校から中学校への進学において、中学校における学習や生活の変

化に適応できずに、不登校やいじめにつながる問題をいいます。 

(※ 2)高 1 クライシス 

   人間関係の変化、通学距離、学校別の学力差などにより発生するリス

クとそれにまつわるプレッシャーなどが、生徒の負担となることをいい

ます。 

 

 

  ⑥ 学力調査の活用 

    「全国学力・学習状況調査」(※ )等の結果分析と課題把握に基づいた

指導方法の工夫改善を図る検証・改善サイクルの確立により、児童生

徒の学力の確実な定着と向上に向けた取組の一層の充実を図ります。  

   (※ )全国学力・学習状況調査 

      児童生徒の学習到達度・理解度等を把握し検証するため、文部科学省

が平成 19 年度から毎年実施している調査をいいます。調査対象は、小学

校第 6 学年と中学校第 3 学年です。調査内容は、「教科(国語、算数･数学)

に関する調査」と「生活習慣や学習環境等に関するアンケート調査」で

す。  

数値 

目標 

内 容 

実績値 

[P：ポイント] 

(令和元年度 ) 

目標値 

[P：ポイント] 

(令和 7 年度 ) 

【小学校】 

「 全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調

査」の各教科における石川県

の 平 均 正 答 率 と 輪 島 市 の 平

均正答率の差 

国語 ＋4.0P 

算数 ＋7.0P 

各教科 5.0P 

以上 
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【中学校】 

「 全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調

査」の各教科における石川県

の 平 均 正 答 率 と 輪 島 市 の 平

均正答率の差  

国語 -2.0P 

数学 -5.0P 

各教科 2.0P 

以上 

 

 

  ⑦ 指導体制の充実  

    教科によって、児童生徒の到達度(達成度)や興味・関心に違いが生

じる場合においては、児童生徒一人一人の理解や技能の状況に合った

効果的な指導(個に応じたきめ細かな指導)が必要です。こうしたこと

から、その一人一人に指導が一層行きわたるようにするため、習熟の

程度に応じた指導、数名の教師がチームをつくり指導するチームティ

ーチング、合同授業、交換授業、専科による指導等を実施します。  

 

 

  ⑧ 中学校における少人数学級の実現 

    教員と生徒の関係における質の向上及び時間の確保のほか、多感な

生徒が直面する複雑化した人間関係などへの対応を充実させ、日常の

学校生活が安全・安心なものとなることによる学習効果の向上を図り

ます。 

 

 

【主要施策】(2)個に応じた教育の推進  

 

  児童生徒の多様性に向き合い、公正に個別最適化された学びを実現

するため、従来からの特別支援教育による支援のほか、ＩＣＴ機器の

活用による児童生徒一人一人の習熟度等に応じた教育を実施します。 

 

 

① 習熟度等に応じた教育の実施  

    児童生徒１人１台のパソコンを活用し、児童生徒一人一人の習熟度

等の状況を適切に把握しながら、学習効果が最適化される教育を実施

します。  
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② 特別支援教育支援員の配置  

    発達障がいを含む障がいのある児童生徒の一人一人の教育的ニーズ

を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服す

るため、必要な支援を行う特別支援教育支援員を配置します。  

 

 

【主要施策】(3)教職員の資質能力の向上  

 

  教職員一人一人の資質能力を効果的に高めるための研修を実施する

とともに、教職員が自主的・主体的に研修に取り組めるよう支援しま

す。 

 

 

① 教職員研修の充実  

    教職員には、教科等に関する専門的知識や広く豊かな教養、そして

これらを基盤とした実践的指導力が必要です。こうした資質能力の向

上を図るため、校長会・教頭研修会、講師を招聘しての教育講演会、

研究主任の力量を高めるための研究主任連絡会や学校研究発表会、若

手教員の育成を目的とした初任者研修「地域理解講座」等を実施しま

す。  

 

 

【主要施策】(4)学校生活における安全教育の推進  

 

  登校から下校までの学校生活を送る上で想定される様々な危険から

適切に身を守るための知識を習得することで、社会生活において自ら

の安全を守るための考え方や態度を育みます。 

 

 

① 通学時等における生活安全教育の実施 

登下校時における交通安全教室や自転車安全教育の実施、犯罪等か

ら身を守るための防犯教室の実施など、児童生徒の発達段階に応じた

様々な安全教育を実施します。 

 

 

② 防災教育の実施 

 児童生徒が災害時における危険を認識し、的確な判断の下に、自ら
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の安全を確保するとともに、進んで他者や集団、地域の安全に役立つ

行動がとれるよう、各教科等での防災教育をはじめ、多様な想定によ

る避難訓練を実施することで、日頃からの防災意識を高めます。 

 

 

③ 情報モラル教育の充実 

パソコンや携帯電話等を通じたインターネットの利用が急速に普及

し、インターネット上での誹謗中傷やいじめ、犯罪や違法・有害情報

等の問題が発生していることから、学校、家庭、地域及び関係機関と

連携しながら、情報教育の一環である情報モラル教育を充実します。  

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和 2 年度 ) 

目標値 

(令和 7 年度 ) 

全 小 学 校 に お け る 高 学 年

の全児童数に占める、午後 9

時 以 降 は パ ソ コ ン や 携 帯 電

話 等 を 保 護 者 に 預 け る 高 学

年の児童数の割合 

67％ 80％以上 

全 中 学 校 の 全 生 徒 数 に 占

める、午後 9 時以降はパソコ

ン や 携 帯 電 話 等 を 保 護 者 に

預ける生徒数の割合 

27％ 80％以上 
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基本方針２ 豊かな心の育成 

 

一人一人の児童生徒に「生命や自然を大切にする心」、「他者を思い

やる心」、「感動する心」、「規範意識」等の豊かな心を育む「心の教育」

を充実します。 

 

 

【主要施策】(1)豊かな心を育む教育の推進  

 

  児童生徒一人一人に、互いに尊重し合う心や思いやりの心、善悪を

判断する力や社会のルールを身に付けるなど、豊かな人間関係を築く

ことができる力を育みます。 

 

 

① 社会性や行動力、想像力などを始めとした非認知能力の養成 

 変化する社会の中で力強く生き抜くためには、学力などの指標で数

値化されるものだけでなく、社会性や行動力を始め、他者についての

想像力など、数値化されない能力(非認知能力)を身に付けることが必

要とされていることから、共同学習や課外活動のほか、様々な学校行

事などを通じて、これらの能力が養成されるような教育を実施します。 

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和 2 年度 ) 

目標値 

(令和 7 年度 ) 

非 認 知 能 力 の 養 成 に 関 し

て 学 校 独 自 で 策 定 す る 目 標

について、全小中学校におけ

る 当 該 目 標 を 達 成 し た 学 校

数の割合 

－ 75％以上 

 

 

② 道徳教育の充実  

児童生徒が、他者や社会、自然との関わりの中で「生きる」という

実感や達成感を深めることが健全な成長につながることから、社会奉

仕活動や自然体験活動など、発達の段階に応じ様々な体験活動の充実

を図るとともに、家庭・地域との連携を通して、人間としての心の基

本である道徳的価値を身に付けるよう、道徳教育を充実します。  
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③ 人権教育・福祉教育の推進  

児童生徒の人権尊重の意識を高め、身の回りの様々な人権侵害や差

別の問題を正しく理解し、一人一人を大切にする教育を推進します。 

また、児童生徒が、地域において高齢者や障がい者との交流、ボラ

ンティア活動を通じて、自ら考え、行動する力を育む福祉教育を推進

します。  

 

 

  ④ 社会に学ぶキャリア教育の推進  

    児童生徒が将来の夢や希望、職業を思い描き、自分にふさわしい職

業や仕事への関心・意欲を高め、目的を持って主体的に自己の進路を

選択する力を身に付け、学習への動機付けとするため、キャリア教育

を推進します。 

また、ふるさとに誇りを持ち、広い視野に立って、本市に貢献でき

る人材を育成するために、職業人(職人)講話を実施します。 

 

 

  ⑤ 主権者教育の推進  

    主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会

を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一員として主体的に

担うことができる力を発達の段階等に応じて身に付けさせるため、地

域課題に関する学習、租税や財政の学習、法に関する学習など、市長

部局等と連携し、学習指導内容の充実を図るほか、学校・家庭・地域

の連携による取組の充実を図ります。 

 

 

  ⑥ 持続可能な開発のための教育(ESD(※))の推進  

    地域の多様な関係者(学校、教育委員会、企業、NPO、社会教育施設

など)の協働により、ESD の実践・普及や学校間の交流を促進するとと

ともに、これらの取組を通して、持続可能な社会づくりの担い手を育

みます。 

(※ )ESD(Education of Sustainable Development) 

持続可能な社会づくりの担い手を育むため、地球規模の課題を自分のこ

ととして捉え、その解決に向けて自分で考え行動を起こす力を身に付ける

ための教育 
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【主要施策】(2)読書環境の充実と読書活動の推進  

 

  「輪島市子ども読書活動推進計画」に基づき、児童生徒一人一人が

本と出会い、生涯にわたって自ら読書を楽しむとともに、学び続ける

ことができる環境づくりを進めます。 

 

 

① 学校図書館の充実・利用促進に向けた図書館司書等の配置 

学校図書館は、児童生徒の豊かな人間性を育み、自ら考える力など

を培う重要な役割を果たす施設です。こうしたことから、本の読み聞

かせや学校図書館の環境整備などを行う図書館司書・司書補を配置し、

市立図書館・町野分館・市立門前図書館と連携しながら、児童生徒の

主体的、意欲的な学習活動や読書活動を促進します。 

また、児童生徒が生涯にわたって読書に親しみ、学び続ける力を育

むため、その利用促進を図ります。 

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和 2 年度 ) 

目標値 

(令和 7 年度 ) 

全小学校における第 4 学年

から第 6 学年までの児童数に

占める、1 か月の平均読書冊

数が 12 冊以上である児童数

の割合 

－ 80％以上 

全 中 学 校 の 全 生 徒 数 に 占

める、1 か月の平均読書冊数

が 5 冊以上である生徒数の割

合 

－ 80％以上 

 

 

  ② 学校図書館図書購入の充実  

    学校図書館においては、児童生徒が学習を進めるために必要な多様

な教材や資料を準備しておく必要があることから、それらの充実に努

めます。  

 

 

【主要施策】(3)個に応じた教育支援の充実  

 

  児童生徒のいじめ・不登校等の問題について、その未然防止と早期
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対応に向けた相談体制の一層の充実とともに、家庭・地域との連携強

化に取り組みます。 

 

 

① スクールカウンセラー等の配置 

いじめや不登校等の問題の未然防止・早期対応のために、学校にス

クールカウンセラー (※ )等を派遣し、生徒指導における相談体制の充

実を推進します。  

(※ )スクールカウンセラー  

心の専門家として、児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験

を有する者をいいます。  

 

 

② 教育支援センターにおける相談・支援体制の充実 

不登校やひきこもり等の児童生徒に対し、訪問や電話相談、学習指

導等により、学校・保護者間における直接の支援を行うほか、いじめ

や暴力行為等の生徒指導上の諸問題について、学校と保護者、関係機

関等との連携が強化されるよう調整を行います。  
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基本方針３ 健やかな体の育成 

   

児童生徒が、発達段階に応じて健康で安全な生活を送ることができ

るよう、体力・運動能力の向上や食習慣をはじめとする生活習慣の改

善を図ります。 

 

 

【主要施策】(1)児童生徒の体力の向上  

 

  体育科の授業や運動部などの活動を支援し、児童生徒の心身の発達

と体力の向上を図ります。 

 

 

① 学校体育及び部活動への支援  

    小中学校における体育授業等に専門の指導者等を派遣し、運動の楽

しさを伝えることにより、生涯にわたり積極的にスポーツに取り組む

児童生徒の育成を図ります。 

また、学校部活動へも指導者等の派遣を行い、知識と技術の向上を

図り、レベルの高いスポーツ選手の育成に努めます。 

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和 2 年度 ) 

目標値 

(令和 7 年度 ) 

スポーツ専門職員の派遣回数 574 回 650 回 

 

 

  ② スポーツ大会の支援及び実施  

    競技技術の向上とスポーツ精神を養うため、各種スポーツ大会を支

援します。また、スポーツを通じて交流を図ることで、中学校へのス

ムーズな移行を図るため、小学校 6 年生を対象とした陸上競技大会な

どを実施します。  

 

 

  ③ 体力・運動能力調査の結果の反映  

    発達段階に応じた体力の向上に向け、体力・運動能力調査の結果を

分析し、児童生徒の体力の状況・課題を把握し、その改善策を各小中
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学校の体力アップ作戦に反映させます。  

 

 

【主要施策】(2)食育の推進と学校給食の充実  

 

  児童生徒が「食」の大切さや楽しみを実感し、食生活や食習慣に対

し常に関心を持ち続け、将来にわたって健康に生活していけるよう、

家庭や地域と連携を図りながら食育を推進します。 

 

① 地元食材の活用  

地元食材を積極的に学校給食に活用することで、児童生徒が地域へ

の理解を深め、地域への愛着を培い、自然や農林水産物の大切さを実

感することができるよう地産地消の推進に努めます。  

 

 

② 栄養教諭や栄養職員による食育授業の実施  

児童生徒の食生活や食習慣の状況を把握し、児童生徒が将来にわた

って健康に生活していけるよう、「食」の大切さや栄養バランスの重

要性など、栄養教諭や栄養職員による食育指導を実施します。  

 

 

③ 家庭・地域への啓発  

「給食だより」、「食育通信」、「学校ホームページ」等で、望ましい

食事の取り方、食事のマナーや地元食材を使った給食メニュー等を紹

介することで、家庭や地域における食育の推進を図ります。  
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基本方針４ 教育環境の整備 

   

児童生徒がよりよい教育環境の中で安全に安心して学校に通学し、

過ごすことができるよう、教育環境の整備を推進します。 

 

 

【主要施策】(1)小規模校の在り方についての検討  

 

  学級数、児童数が減少する中で、地域の実情に応じた教育環境の改

善を図るため、これまで実施してきた教育懇話会等における意見など

も踏まえ、小規模校の在り方についての検討を行います。 

 

 

① 小規模校の統廃合の検討  

児童数の減少による学級の複式化や学級数の減少により、市全体で

の均衡の観点から、児童にとって公平な教育環境が確保されないと判

断したときは、保護者・地域に向けた統廃合についての提案等を行う

こととします。なお、当該判断については、学識経験者等を構成員と

する教育委員会の諮問機関の設置などにより、多様な意見を踏まえた

上で実施することとします。 

 

 

② 小規模校における教育の在り方の検討  

統廃合の検討がなされる学校であっても、市域のバランスの考慮に

より、地域社会の維持に学校の存続が必要不可欠とされる場合にあっ

ては、通学区域の設定の見直しや少人数による特色ある教育の実施な

ど、持続可能な学校の在り方についての検討を行います。  

 

 

 

【主要施策】(2)教職員が児童生徒と向き合うための体制整備  

 

  多忙化の解消が課題となっている教職員の労務環境を改善し、教職

員が児童生徒に向き合う時間を確保できるよう、校務の合理化や働き

方の見直しに努めます。 
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① ＩＣＴを活用した校務の合理化 

統合型校務支援システムの導入により、従来、手書きで処理されて

きた情報のデジタル化により、事務効率を向上させるほか、学校にお

ける児童生徒一人一人の情報を教職員が同時に共有することで、適切

な指導ができるよう改善を図ります。  

 

 

② 学校徴収金管理の公会計化 

文部科学省による「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」

の内容に沿って学校給食費の公会計化を進めるほか、給食費以外の徴

収金についても公会計化を検討し、教職員が本来の業務に専念できる

環境づくりを行います。  
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《基本目標Ⅱ》地域全体で取り組む  

教育力の向上  

 

基本方針１ 家庭の教育力の向上 

   

家庭教育の担い手である保護者が自信を持って児童生徒の教育に臨

むことができるよう、家庭の教育力の向上に向けた支援を行います。 

 

 

【主要施策】(1)保護者への学習支援  

 

  不安や悩みをもつ孤立しがちな保護者、仕事などで学習機会に参加で

きない保護者など、多様な状況にある保護者に対し、きめ細かな支援を

行います。家庭教育に関する様々な学習機会の提供や情報の提供、相談・

助言の体制づくりなどにより、すべての保護者への学習支援を行います。 

 

 

① 家庭の教育力を高めるための講座等の実施  

    保護者を対象に、家庭の教育力を高めるためのセミナーを実施するほ

か、就学時健診や入学説明会、保護者会、参観日など、より多くの保護

者が集まる様々な機会を活用し、学習機会や情報の提供等を行います。 

 

 

 

【主要施策】(2)保護者を支える連携・協力体制づくり  

 

  子育てに関係する機関が連携・協力体制を構築し、保護者へのきめ細

かな支援を行います。 

 

 

① 保護者支援のための連携・協力体制づくり  

    学校、PTA 関係者、教育行政関係者だけでなく、児童相談所、保健・福

祉行政関係者、子育て支援団体等が連携・協力する体制づくりを行い、

すべての保護者を支援します。  
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基本方針２ 地域の教育力の向上 

   

地域における人とのつながりの希薄化が指摘される今日の社会にお

いて、誰もが青少年の教育に参加できるような仕組みを地域に築き、地

域の教育力向上を目指します。 

 

 

【主要施策】(1)青少年健全育成の体制づくり  

 

青少年が地域の中で心豊かで健やかに育つための体制を整備すると

ともに、地域で行う学習・スポーツ・文化・交流活動を支援します。 

 

 

① 青少年健全育成のための体制整備  

    学校、公民館、体育協会や文化協会をはじめとした社会教育関係団体

などと連携・協力しながら、地域社会全体で心身ともに健全な青少年を

育成します。 

 

 

【主要施策】(2)青少年の体験活動の充実  

 

  青少年の自主性や社会性を持った豊かな人間性を育むため、体験活動

の充実に取り組みます。 

 

 

① 地域を拠点とした体験型学習の実施 

    公民館を拠点とした通学合宿や自然・文化体験活動など多様な体験型

学習を実施し、青少年の自主性及び社会性を高め、豊かな心と社会を生

き抜く力を育成します。 

 

 

【主要施策】(3)地域活動を支える指導者の育成  

 

  地域活動への参加意識の高揚と地域活動組織の強化を図るため、必要

な指導や助言を行うとともに、地域活動において大きな役割を果たす指

導者を育成します。 
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① 指導者に対する研修の実施及び支援  

    青少年の指導者として活躍している人や、指導者になろうとする人を

対象に研修会を開催するなど、スキルアップのための支援を行います。  
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基本方針３ 学校・家庭・地域の連携 

  

学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を自覚しながら、相互に連

携できる仕組みを構築し、社会全体の教育力を高めます。 

 

 

【主要施策】(1)地域とともにある学校づくりの推進  

 

家庭や地域住民の積極的な参画を促しながら、学校・家庭・地域の連

携・協力体制を構築し、地域が一体となって児童生徒を育む活動を推進

します。 

 

 

① 学校における生徒指導に対する地域連携の強化  

    児童生徒の問題行動等に係る実態を把握し、保護者や地域、児童相談

所や警察等の関係機関との連絡調整も踏まえ、学校とともに対応策を多

角的に検討するなど、適切な支援に努めます。 

 

 

② 学校と地域との連携の強化・促進  

    公民館が主体となって学校と地域をつなぐコーディネートの役割を担

い、スムーズな連携や効果的な取組を促進します。 

 

 

③ 保護者と地域に向けた積極的な学校情報の公開  

    学校公開、PTA 総会、保護者懇談会(地区懇談会)等を通じて、家庭と

地域から意見を伺う一方、学校から家庭と地域に対し情報提供を行うな

どして課題を共有し、地域と共にある学校づくりを推進します。 

 

21



《基本目標Ⅲ》生涯学習の推進  

 

基本方針１ 学習機会の充実 

   

  生涯にわたって、いつでも、どこでも学びたいという多様な市民の学

習ニーズに対応するとともに、利便性の向上を図り、生涯学習活動を促

進します。 

 

 

【主要施策】(1)公民館における生涯学習の充実  

 

  地域住民のニーズや活動内容を踏まえ、地域の実情に応じた施設の整

備に努め、誰もが自主的に学び、活動できるよう生涯学習の機会を提供

します。 

 

 

① 公民館講座の充実・コミュニティ活動の支援  

     地域住民の生涯学習の拠点施設である公民館において、地域住民の

ニーズに応じた各種講座を開催することにより、地域固有の歴史・自

然・文化等の学習拠点、地域住民の交流・活動拠点としてそれぞれの

機能を充実するとともに、地域住民が主体的に参画するコミュニティ

の活動を支援します。  

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和元年度) 

目標値 

(令和 7 年度) 

公民館講座受講者

数 
21,326 人 23,000 人 

 

 

【主要施策】(2)図書館における生涯学習の充実  

 

  図書館の活用を通して、市民が教養を高め、様々な情報を得て主体的に

行動し、心豊かな生活ができるよう、図書館サービスの向上に努めます。 
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① 図書館サービスの充実  

     市民ニーズや社会情勢に対応できるよう、図書館資料として図書の

ほか、雑誌・新聞記事、パンフレット等、多様な資料や情報を提供す

るとともに、地域の団体・機関と連携して講座・セミナー等を行い、

市民にとって身近で利用しやすい「知の情報拠点」としての機能を充

実します。 

 

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和 2 年度) 

目標値 

(令和 7 年度) 

図書貸出冊数 82,807 冊 108,000 冊 

 

 

② 子ども読書活動の推進  

     「輪島市子ども読書活動推進計画」に基づき、子ども一人一人がよ

り本に親しみ、自ら読書を楽しむことのできる環境づくりを進めます。 

 

 

【主要施策】(3)多様な学習活動の支援  

 

  市民の多様な学習活動や時代に応じた課題を捉え、誰もが自主的に学

び、活動できるよう学習の機会を提供するとともに、その活動を支援し

ます。 

 

① 多様な学習機会の提供・支援  

     市民が求める学習内容や社会の変化に対応した事業を実施し、自主

的な学習活動を支援します。  

 

② 社会教育関係団体への支援  

     体育協会や文化協会などスポーツ・文化活動に取り組む団体をはじ

めとした市民の生涯学習活動に主体的に取り組む社会教育関係団体の

組織基盤を強化するとともに、自主活動を促進するための支援を行い

ます。  
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基本方針２ スポーツの推進 

   

  市民が、それぞれのライフスタイルや年齢、体力などに応じて、いつ

でも気軽にスポーツに親しむことができるような環境を整備し、多様な

スポーツ機会の提供を推進します。 

 

 

【主要施策】(1)スポーツ環境の整備  

 

  地域のスポーツ活動を活性化させるため、その受け皿となる総合型地

域スポーツクラブや体育協会などのスポーツ関係団体を育成・支援する

とともに、その基盤となるスポーツ指導者の発掘・育成に努めます。 

 

 

① スポーツ関係団体との連携及び支援  

     総合型地域スポーツクラブ、体育協会やスポーツ少年団などスポー

ツ関係団体が行う各種大会や教室開催など幅広い活動を支援するとと

もに、市と関係団体が連携を行い、様々なスポーツニーズへの対応を

図ります。  

 

 

② スポーツ指導者の発掘・育成・支援  

     スポーツ関係団体と連携して、研修会・講習会等を開催し、高度な

専門知識と実践的力を持ち合わせた指導者の発掘・育成・支援に努め

ます。  

 

 

【主要施策】(2)スポーツ施設の充実  

 

  市民の誰もが、いつでも気軽にスポーツに親しむことができるスポー

ツ施設の充実を図ります。 

 

 

① スポーツ施設の整備  

     既存施設の状況や市民のスポーツニーズを踏まえ、気軽に安心して
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利用できるスポーツ施設の整備に努めます。  

 

② スポーツ施設の有効活用  

     スポーツ関係団体や指定管理者などと連携し、各種スポーツ施設の

利用率向上に努めるとともに、学校体育施設の有効活用により地域や

職域におけるニーズへの対応を図ります。 

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和 2 年度) 

目標値 

(令和 7 年度) 

体育施設利用人数 151,486 人 190,000 人 
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《基本目標Ⅳ》文化資源の保存・活用  

 

基本方針１ 文化財の保存・活用 

   

本市には、国指定による文化財 16 件、県指定による文化財 37 件、市

指定による文化財 253 件があり、また、国選定による文化財 2 地区、国

登録による文化財 23 件があります。また、指定等を受けていない文化

財として、「灯(あか)り舞う半島 能登 ～熱狂のキリコ祭り～」、「荒

波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」の

2 件が日本遺産に認定されています。 

これらの先人が築き上げ、守り継がれてきた市民共有の財産である文

化財の適正な保存・活用に努めます。 

 

 

【主要施策】(1)文化財の保存  

 

  文化財の新たな掘り起こしを行うとともに、市民及び文化財保持団体

等の文化財保存意識の高揚を図り、適正な保存に努めます。 

 

 

① 文化財の掘り起こし  

     市域に所在する文化財の基礎調査を適宜実施し、本市の文化財保護

審議会の意見を伺いながら後世に残すべきものを文化財に指定するな

ど、文化財の掘り起こしと保存に努めます。  

 

 

② 文化財の保存意識の高揚  

     文化財の上位指定等(市指定が県指定に、県指定が国指定になるな

ど)を目指しながら、市民及び文化財保持団体等の文化財の保存意識の

高揚を図る施策を行うことにより、文化財の適正な保存に努めます。  
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【主要施策】(2)文化財の活用  

 

  地域固有の財産である文化財に触れる機会を提供し、ふるさと意識の

醸成を図るとともに、文化財の観光資源としての活用を図ります。 

 

 

①   ふるさと意識の醸成  

     文化財の見学会開催や広報誌で紹介文を掲載するほか、発掘調査で

出土した埋蔵文化財を整理し展示する場所を設けるなど、文化財に触

れる機会を提供し、市民に文化財の歴史や価値を伝え、ふるさと意識

の醸成を図ります。 

 

 

②   文化財の観光資源としての活用  

歴史文化の体験活動の実施やわかりやすい文化財の解説板の整備な

どにより、市民のみならず観光客をも対象に本市の歴史や文化の魅力

を伝え、また広域に発信できる体制を整えるなど、観光資源としての

文化財の活用に努めます。 
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基本方針２ 文化芸術の伝承と活動支援 

   

  市民一人一人の心豊かで充実した生活を実現するために、文化団体と

の連携を図りながら文化芸術に触れる機会を充実するとともに、文化芸

術を通じた交流や伝統文化の後継者育成などを推進し、市民の文化活動

の支援などを通じて文化芸術の伝承に取り組みます。 

 

 

【主要施策】(1)文化芸術に触れる機会の充実  

 

  インターネットやテレビなどの普及により、文化芸術に直接触れる機

会が減少していることから、魅力が伝わり興味・関心がより高められる

よう、文化芸術に触れる機会の充実を図ります。 

 

 

①   鑑賞や発表の機会の充実  

     市民の多様なニーズに応じて、文化会館大ホールでの文化芸術に関

する多彩なジャンルの公演の開催や、漆芸美術館において漆芸に関す

る魅力ある展示を行うなど鑑賞機会の提供に努めるとともに、文化団

体と連携し発表の機会を創出するなど、文化芸術に触れる機会の充実

を図ります。 

数値 

目標 

内 容 
実績値 

(令和元年度) 

目標値 

(令和 7 年度) 

文化会館の入館者

数 
41,408 人 65,000 人 

石川県輪島漆芸美

術館の入館者数 
27,138 人 40,000 人 

 

 

②   文化拠点施設の充実  

     市民に多様な文化芸術に触れる機会や活動の場を提供するため、文

化団体と連携を図りながら、様々な個人や団体が文化芸術活動を行い

やすい環境の整備に努めるとともに、各文化施設での展覧会等の充実

に努めます。 
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【主要施策】(2)伝統的な文化芸術の伝承支援  

 

地域の歴史や風土に深い関係がある郷土の伝統的文化芸術を残し、伝

承を支援するために後継者の育成に取り組みます。 

 

 

①   郷土の伝統的文化芸術の後継者育成  

     地域の歴史や風土により培われた「輪島まだら」「門前とどろ」など

の郷土の伝統文化の継承活動を支援し、後継者の育成に取り組みます。 

 

 

【主要施策】(3)市民の創造的な文化芸術活動への支援  

 

  生活に潤いと生きがいを創出する多様な文化芸術活動が根付くよう、

文化芸術を通じた交流や文化団体が自ら企画・運営する文化芸術活動を

支援します。 

 

 

①   文化芸術を通じた交流の支援  

     令和 5 年度に石川県で開催予定の国民文化祭開催に向けた支援のほ

か、本市文化協会と八尾町文化協会との交流(平成 11 年に本市文化協

会と姉妹協会盟約締結)支援、奥能登での広域的な文化交流への支援な

ど文化団体の文化芸術を通じた様々な交流を支援します。  

 

 

②   自立した文化芸術活動の支援  

     自ら企画し運営することによって達成感や一体感が生まれ、次への

自発的で積極的な活動に繋がることから、文化団体等が自ら企画・運

営する創造的な文化芸術活動を支援します。 
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